
Ⅶ 施設福祉等 

１. 児童福祉施設等の概要                      

施 設 種 別 等 内        容 

（１）乳児院 

 乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特

に必要のある場合には、幼児を含む。）を入院させて、これを養育

し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを

目的とする施設。 

 ※「乳児」とは、満１歳に満たない者をいう。   

 ○市内に１施設 ○道内には、他に１施設 

（２）児童養護施設 

 保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確

保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)、

虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ

て、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自

立のための援助を行うことを目的とする施設。 

 ○市内に５施設 ○道内には、他に 18 施設 

（３）福祉型障害児入所施設 

 ①主に知的障がいのある児童を入所させて保護するとともに、 

  独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。 

   ○市内に２施設 ○道内には、他に８施設 

 ②主に病院に入院することを要しない肢体不自由児で、家庭 

  における療育が困難な児童を入所させる施設。 

   ○道内に１施設 

 ③主にろうあ児を入所させて保護するとともに、独立自活に 

  必要な指導、又は扶助をすることを目的とする施設。 

   ○道内に１施設 

 ④主に医療的ケアを必要としない自閉症児を入所させて、 

  心理治療、生活指導訓練を行う施設。 

   ○市内に１施設  

（４）医療型障害児入所施設 

 ①主に重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している 

  児童を入所させて保護するとともに、治療及び日常生活の 

  指導をすることを目的とする施設。 

   ○市内に２施設 ○道内には、他に４施設 

 ②上肢・下肢または体幹の機能の障がいのある児童を治療する 

  とともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的と 

  する入所施設。 

   ○市内に１施設 ○道内には、他に１施設 

  

 
 
 

-65-



Ⅶ 施設福祉等 
 

施 設 種 別 等 内        容 

（５）福祉型児童発達支援 

   センター 

 就学していない主に知的障がいのある児童を日々保護者のも

とから通わせて、または保護者と共に通わせて保護するととも

に、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。 

 ○市内に７施設 

（６）医療型児童発達支援 

   センター 

 就学していない主に肢体不自由児及びその保護者を日々通わ

せて、必要な療育の指導をすることを目的とする施設。 

 ○市内に２施設 

（７）指定発達支援医療機関 

 独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神

経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣

が指定するもの。支援の内容については（４）医療型障害児入所

施設と同じ。 

（８）子ども発達支援総合 

センター医療部門  

 発達の遅れや身体の障がいが疑われる乳幼児を早期に診断し、

治療やリハビリテーション、保育、家族支援などを行う、18歳未

満の子どもを対象とした医療と療育の施設。 ○市内に２施設 

（９）児童心理治療施設 

 軽度の情緒障がいを有する児童を短期間、入所させ、又は保護

者の下から通わせて、その情緒障がいを治し、あわせて退所した

者について相談その他の援助を行うこと目的とする施設。 

 ○市内に１施設 ○道内には、他に１施設 

（10）児童自立支援施設 

 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その

他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又

は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指

導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談

その他の援助を行うことを目的とする施設。 

 ○道内に３施設 

（11）児童家庭支援センター 

 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家

庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする

ものに応じ、必要な助言を行うほか、児童相談所、児童福祉施設

等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことを目的とする

施設。 

 ○市内に６施設 

（12）ファミリーホーム 

  【小規模住居型児童養育事業】 

 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当で

あると認められる児童（「要保護児童」という。）について、要保

護児童の養育に関し相当の経験を有する者等の住居において養

育を行う事業。入居定員は、５人または６人まで。 

 ○市内に 16カ所  ○道内には、他に 13 カ所（休止中は除く） 
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施 設 種 別 等 内        容 

（13）自立援助ホーム 

  【児童自立生活援助事業】 

 義務教育終了児童等に対し、共同生活を営むべき住居において

相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を

行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者につき相

談その他の援助を行う事業。入居定員は、５人から 20人まで。 

 ○市内に 11カ所 ○道内には、他に 13 カ所（休止中は除く） 

（14）地域小規模児童養護施設 

 地域社会の民間住宅等を活用し、近隣住民との適切な関係を保

持しつつ、家庭的な環境の中で、養護を実施することにより子ど

もの社会的自立の促進に寄与することを目的とした施設。入居定

員は、６名までで５名を下回らないこと。 

 ○市内に 15施設 ○道内には他に 19施設（休止中は除く） 

（15）里親 

 保護者のない児童または保護者に監護されることが不適当であ

ると認められる児童を、里親の家庭に委託して養育する。 

①里親 

  児童を自己の家庭内に預かり養育することを希望する者であ  

って、市長が適当と認めた者をいう。   

②里親の登録 

  里親希望者は、里親申請書を市長に提出する。   

市長は、児童相談所の行なった家庭調査等に基づき、札幌市

子ども子育て会議で意見を聴いたうえで登録する。    

③里親の種類   

○養育里親：要保護児童を養育する。   

○養子縁組里親：養子縁組を前提として児童を養育する。       

○専門里親：被虐待児童、非行の問題を有する児童及び障が 

 いを有する児童を専門に養育する。   

○親族里親：両親等児童を現に監護している者が死亡や行方 

 不明、拘禁等により監護不能な状態において、３親等以内 

 の親族が養育する。 

※ 令和５年７月１日現在の施設数で助産施設、母子生活支援施設、保育所を除く。 
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２. 民間児童福祉施設等助成事業                  

 

事 業 名 内             容 

（１） 

児童福祉施設入所児

童等高等学校入学支

度金補助 

    

 児童福祉施設入所児童及び里親委託児童の高等学校、専修学校及び各種学

校への入学時に必要な費用を補助する。  

① 対象児 

  札幌市内に所在する児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童自立支

援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム及び医療型障害児入所施設に入

所又は里親に委託し、高等学校等に入学した児童 

② 支給額 

  入学時の経費から国の措置費を控除した額について、 

  児童 1人につき、公立  86,000 円以内 

           私立 270,000 円以内 

※ 令和５年度予算額 4,518 千円 

（２） 

児童福祉施設入所児

童等職業訓練校入校

費補助 
 

 児童福祉施設入所児童及び里親委託児童が職業訓練校に入校するときに

必要な費用を補助する。 

① 対象児 

  札幌市内に所在する児童養護施設入所児童及び里親委託児童 

② 支給額 

  児童 1人につき、100,000 円から国の措置費を控除した額 

※ 令和５年度予算額 482 千円 

（３） 

大学進学等奨励給付

事業 

 

児童福祉施設入所児童等が大学等に進学するため措置解除となった場合、

生活費等を補助する。 

① 対象児 

  児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム 

若しくはファミリーホーム入所児童並びに里親委託児童  

② 支給額 

  600,000 円（入学初年度に限り、50,000 円ずつ 1年間にわたり支給） 

※ 令和５年度予算額 6,000 千円 

（４） 

児童発達支援センター

利用者負担減免事業 

 

児童発達支援センター利用者に利用料の一部を補助する。 

① 対象者 

  札幌市内に居住する、市内児童発達支援センター利用者。  

② 補助 

  食費実費の一部 （所得階層による） 

  施設利用料の一部 （所得階層による） 

     

※ 令和 5年度予算額 19 千円    
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事 業 名 内             容 

（５） 

施設整備資金借入利

子補助 

 

 社会福祉施設整備資金借入利子補助要綱に基づき社会福祉施設の新築、修

理、改造、拡張、整備又は災害復旧に要する資金を借り入れた際の利子を補

助する。 

 

※ 令和５年度予算額 3,502 千円（児童養護施設及び乳児院） 

（６） 

産休代替職員雇用費

補助 

 

 児童福祉施設の職員が出産又は傷病のため、長期間に渡り継続する休暇を

必要とする場合に、職員の母体保護又は専心療養の保障を図り、併せて児童

福祉施設における入所者の処遇を確保するため、代替職員を臨時的に任用す

る児童福祉施設の設置者に対し、予算の範囲内においてその経費を補助す

る。 

 

※ 令和５年度予算額 477 千円（児童福祉施設及び乳児院）  

（７） 

児童養護施設等学習

等支援事業費補助 

 児童養護施設に入所している児童や、里親等に委託措置している児童に家

庭学習等の支援を行うことにより、児童の学習能力の向上や自主性及び社会

性等の伸長を援助し、児童の社会的自立を促進することを目的に、その学習

等支援を行う事業者に対し、その経費の一部を補助する。 

 

※ 令和５年度予算額 1,500 千円（児童養護施設及び里親等） 
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